
全て の子育て 家庭を 対象と し た 保育の拡充
～「 こ ど も 誰でも 通園制度（ 仮称） 」 の創設～

○ こどもが家庭と は異なる経験や家族以外の人と 関わる機会

○ ものや人への興味が広がると と もに、 成長 発達に資する豊かな経験をもたらす

○ 保育者からこどもの良いと ころや成長等を伝えられるこ と で、 こ ども と 保護者の関係性にも良い効果

○ 孤立感や不安感を抱える保護者の負担感の軽減

○ 育児方法の模範を見るこ と により 、 親と しての成長 につながる

○ 保育者にと っては、 その専門性をより 地域に広く 発揮できる

○ 給付制度と するこ と で制度利用のアク セスが向上

○ 利用状況を自治体が把握でき支援が必要な家庭の把握などにつながる
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【 本格実施に向けたスケジュール】

令和５ 年度～

○ 制度の本格実施を見据えた試行的事業（ ※）

・108自治体に内示（ 令和6年1月17日現在）

・補助基準上一人当たり「月10時間」を上限

令和７ 年度

○ 法律上制度化し、実施自治体数を拡充
・法律の地域子ども・子育て支援事業の一つとして

位置づけ

令和８ 年度

○ 法律に基づく新たな給付制度
・全自治体で実施（ ※）

・利用枠は、月10時間以上であって体制の整備の

状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める時間

【 子ども ・ 子育て支援法等の改正イメ ージ】

○ 現行の幼児教育・ 保育給付と は別に、 月一定時間までの利用可能枠の中で、 就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな

通園給付（ 「 こ ども誰でも 通園制度」 ） を創設する。

○ 2 0 2 5年度に子ども ・ 子育て支援法に基づく 地域子ども ・ 子育て支援事業と して制度化し、 2 0 2 6年度から子ども ・ 子育て支援法に

基づく 新たな給付と して全国の自治体においてこども誰でも通園制度を実施できるよう 、 所要の法案を今国会に提出。

検討の方向性

○ 現行の「 子ども のための教育・ 保育給付」 と は別に、 新たに「 乳児等のための支援給付」 を創設する。

○ 利用対象者は、 満３ 歳未満で保育所等に通っていないこども （ ※） と し 、 月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。

（ ※） ０ 歳６ か月までは制度と して伴走型相談支援事業等がある こ と や、 多く の事業所で０ 歳６ か月以前から 通園の対象と すると いう こ と はこ どもの安全を確保できるのか十分留意が

必要になるなどの課題があり 、 ０ 歳６ か月から 満３ 歳未満を基本的に想定。

○ 本制度を行う 事業所について、 市町村による指定（ 認可・ 確認） の仕組み、 市町村による指導監査、 勧告等を設けるこ と と する。

また、 子ども ・ 子育て支援金制度の創設に伴い、 財源の一つと して子ども ・ 子育て支援納付金を位置づける。 等

制度の意義

（ ※） 補正予算で前倒しし 、 令和５ 年度中の開始も 可能と なるよ う 支援 （ ※） 令和８ 年度から 内閣府令で定める 月一定時間の利用可能枠での実施
が難し い自治体においては、 ３ 時間以上であって内閣府令で定める月
一定時間の利用可能枠の範囲内で利用可能枠を設定するこ と を可能と
する経過措置を設ける。 （ 令和８ ・ ９ 年度の２ 年間の経過措置）

（ 子ども・子育て支援法、児童福祉法、社会福祉法等）


